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請 求 の 趣 旨 

 

１ 経済産業大臣が、２０１８（平成３０）年１１月３０日付で、電気事業法第４６

条の１７第２項に基づき株式会社ＪＥＲＡに対して行った、下記の火力発電所建設

計画に係る環境影響評価書の変更を要しない旨の通知を取り消す 

記 

   計画の名称  （仮称）横須賀火力発電所新１・２号機建設計画 

   発電所名   横須賀火力発電所 

   燃料     石炭 

   発電規模   新１号機 :６５万ｋＷ 

      新２号機 :６５万ｋＷ 

   原動機の種類 汽力 

   供給開始時期 新１号機 : ２０２３年度稼働予定 

     新２号機 : ２０２４年度稼働予定 

  計画地    神奈川県横須賀市久里浜九丁目９番１号 

２ 訴訟費用は、被告の負担とする 

との判決を求める。 
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第１ はじめに 

  世界では、地球温暖化対策や大気汚染の防止の観点から、パリ協定のもとで石炭

火力発電からの脱却が求められ、産業界を含め脱石炭火力発電の動きが続いている。 

  しかし、株式会社ＪＥＲＡ（以下「ＪＥＲＡ」という。）は、このような世界の

流れに逆行して石炭火力発電所を新設する計画を進め、石炭火力発電所である請求

の趣旨第１項記載の新設発電所（以下「新設発電所」という。）の建設のための手

続を進めている。 

  本来、新設発電所については、電気事業法と環境影響評価法等に基づく環境影響

評価手続（以下「環境アセス」という。）において、適正な環境影響評価をしなけ

ればならないが、国は、ＪＥＲＡが適正な環境影響評価を実施せず、環境の保全に

ついて適正な配慮も十分に検討されていないにもかかわらず、新設発電所の環境影

響評価書（以下「本件評価書」という。）の変更を要しない旨の通知（以下「本件

確定通知」という。）を発し、環境アセス手続を終了させた。 

   本件は、新設発電所の使用によるＣＯ２（二酸化炭素）や大気汚染物質等の排出

に伴う被害を受けるおそれがある原告らが、新設発電所による健康被害等を回避す

るため、経済産業大臣による本件確定通知を取り消すことを求める訴訟である。 

 

第２ 当事者及び関係者 

１ 原告ら 

  原告らは、新設発電所の建設地の近隣等の地域に居住し、新設発電所が建設され

た場合に、新設発電所の稼働による大気汚染及び地球温暖化（気候変動）等による

被害を受けるおそれがある者である。 

 

２ 被告（処分行政庁である経済産業大臣） 

  本件の処分行政庁である経済産業大臣は、電気事業法に基づく事業用電気工作物

の設置・管理に関して発電事業者に対する各種の規制・監督権限を有しており、ま

た、同法及び環境影響評価法に基づく環境アセスに関する処分権限を有している。 
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  本件における被告は、経済産業大臣の属する法的主体である国となる。 

 

３ 新設発電所に関係する事業者 

  ＪＥＲＡは、２０１５年４月３０日に火力発電所のリプレース・新設事業などを

目的として設立された株式会社である。東京電力フュエル＆パワー株式会社と中部

電力株式会社がそれぞれ５０％ずつの出資をしている。 

  新設発電所は、もともと東京電力フュエル＆パワー株式会社が同社の所有する敷

地内において建設・操業することを計画し、環境アセスを進めてきたものである。

同社は、２０１６年９月１３日に新設発電所事業にかかる権利義務をＪＥＲＡに譲

渡し、ＪＥＲＡが手続きを承継した。 

 

第３ 新設発電所の建設計画に至る経緯 

１ 建設予定地におけるこれまでの発電所の稼働経緯 

  新設発電所の建設予定地では、１９６０年及び１９６２年に石炭専焼火力発電所

（１号機および２号機。出力２６.５万kW、その後重油火力に転換）が設置されて

稼動を開始し、その後、１９７０年までに重油/原油混焼の３～８号の６機を順次

設置し、計８機を稼動するに至った。また、１９７１年には動力をガスタービンと

する石油火力発電機を設置・稼動し、２００７年に２機目のガスタービン石油火力

発電機を設置・稼働させるに至った（後掲の図１０参照）。 

  しかし、その後、１、２、５、６号機は２０００年末で稼働停止、７・８号機及

び２号ガスタービンも２００１年末で稼働停止し、新潟中越地震などの臨時の稼働

しかしない長期計画停止の状態となった。２００４年１２月２０日には１号機は廃

止され、２号機も２００６年３月２７日に廃止された。 

  ２０１０年４月には、すべての発電所が稼働停止（長期計画停止）になった。 

  その後、東日本大震災による福島原子力発電所の停止により、供給電力が不足し

た影響で、２０１１年から３号機と４号機、２号ガスタービンを稼働させたものの、

約２年半が経過した２０１３年末にこれらを再び停止させ、２０１４年以降、再び
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すべての発電所が稼動停止の状態となった。 

２０１７年３月には全機が廃止され、現在に至っている。 

 

２ 新設発電所計画と環境アセス手続の概要 

 (1) 環境アセス手続の概要 

    新設発電所は、かつて上記発電所が稼働していた敷地内に建設が計画されてい

る。新１号機・新２号機ともに出力が６５万ｋＷであり、環境影響評価法第２条

２項の第１種事業に該当することから、同法及び電気事業法に基づき、以下のと

おり、２０１６年より、計画段階環境配慮書、環境影響評価方法書、環境影響評

価準備書の手続が進められた（本件環境アセスに係る一連の流れについて、下記

の図１のとおり）。 

 

 

図１ 本件環境アセスの流れ（概要）（原告作成） 

 (2) 本件評価書と確定通知 

   事業を承継したＪＥＲＡは、２０１８年１１月１５日、経済産業大臣に環境影

響評価書（本件評価書）を提出した。これを受け、経済産業大臣は、同月３０日、
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ＪＥＲＡに対し、電気事業法第４６条の１７に基づく評価書変更命令を発しない

まま、評価書の変更を要しない旨の通知（本件確定通知）を発した（確定通知書・

甲１）。 

  旧設備の解体工事は、環境アセス手続きの完了を待たずに２０１７年５月から

実施されている。 

新設発電所は２０１９年８月に着工される旨、公示されている。 

 

第４ 石炭火力発電に対する対策の必要性 

 本件環境アセスの問題点、本件確定通知の違法性を論じるに先立ち、まず、これ

らの共通の前提となる気候変動の深刻化とこれに応じた各種の国際レベル・国内レ

ベル対策の方向性、および、国が石炭火力発電について対策を講じなければならな

いことについて整理する。 

１ 深刻化する気候変動の影響 

⑴  ＣＯ２濃度の上昇 

  温室効果ガスであるＣＯ２の大気中の濃度は工業化前の時点では２７８ppm

であったところ、２０１６年には４０３ppmとなり、近年では年約３ppmの割合

で増加し1、２０１９年５月には４１５ppmに至っている（図２を参照）。気候

変動に関する政府間パネル2（以下「ＩＰＣＣ」という。）第５次評価報告書（２

０１３年から２０１４年。以下「ＡＲ５」という。）によれば、世界の平均地上

気温は産業革命前から約１℃上昇しており、日本では、１８８９年から１００年

当たり１．１９℃の上昇率で上昇し、産業革命前から１．５℃の上昇に近づいて

いる（図３を参照）。 

                                            
1 気象庁 https://ds.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/ghgp/co2_trend.html 
2 気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）。UNEP（国連環

境計画）とWMO(世界気象機関)により1988年に設立された各国の専門家の集まり。地球温暖化の(1)
観測事実・予測、(2)影響・適応策・対応策、(3)社会経済的側面の3つの作業部会からなり、公表され

た知見を評価し、1990年の第１次評価報告書以来、2014年まで、５次にわたって評価報告書を公表し、

政策決定者に向けてサマリーを提出している。 
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図２ 米国海洋大気庁の研究施設マウナロア観測所のデータから3 

 

 

図３ 気象庁 気候変動監視レポート2017から 

 

 ⑵ 気候変動による被害の現実化 

   そして、近年、異常豪雨による斜面崩壊、巨大台風による猛風雨や高潮被害な

どの異常気象による災害、高温による熱中症の多発など、世界各地で気候変動に

                                            
3 https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html 
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よる生命・健康・財産への被害が現実のものとなっている。 

  ＣＯ２等温室効果ガスの人為的排出と気候変動との関係について、前述のＡＲ

５は、気候システムに対する人為的影響とその温暖化は疑う余地がなく、１９５

０年代以降、観測された変化の多くは数十年から数千年間にわたり前例のないも

のであると指摘している。同報告書は、極端な高温日（猛暑）は既に増えている

可能性が非常に高く（９０％以上）、今世紀末に向けてさらに増えるのはほぼ確

実（９９％以上）である、陸上で大雨が増えている地域が減っている地域よりも

多い可能性が高い（６６％以上）、地上気温は２１世紀にわたって上昇を続ける

などとしている。 

２０１８年１０月にＩＰＣＣが公表した１．５℃特別報告書によれば、現在、

地球平均気温は産業革命前から約１℃上昇していること、及び地球の平均気温の

上昇を１．５℃に抑制した場合であっても、平均気温の上昇に伴う南極の氷床の

不安定化や一部の生態系に不可逆的な悪影響が生じ、また極端な気象現象の程度

や頻度の増加、健康・水・食料・生計のリスクの増大、ひいては人間の安全保障

や経済成長といった人類の生存に対する影響が生じることが示されている。上記

リスクは地球平均気温が２℃上昇すれば、さらに増加する。 

また、人間活動によるＣＯ２などの温室効果ガス排出等がもたらした温暖化に

より、豪雨の降水量は少なくとも７％嵩上げされ、多くの地域で、熱波はより頻

繁に発生しまたより長く続き、極端な降水がより強く、またより頻繁となる可能

性が非常に高く、海洋では温暖化と酸性化、世界平均海面水位の上昇が続くと報

告されている。 

   日本においても異常気象による被害が現実化している。２０１８年の夏から秋

にかけて、ゲリラ豪雨、連日４０度を超える猛暑や瞬間風速４０ｍ/秒級の猛烈

な台風など激甚化した風水害による甚大な人的・財産的な被害がもたらされたこ

とは記憶に新しい。まさに、ＣＯ２など温室効果ガスによる地球温暖化により、

人々の生命・身体・財産を害する気候変動の影響が現実化しているのである。 
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２ ＣＯ２排出実質ゼロに向けた国際的取組み 

 ⑴ 気候変動に対する国際的取組みの始まりと、ＩＰＣＣによる２℃（１．５℃）

の達成に向けた削減の経路 

ＣＯ２など温室効果ガスの排出増加による地球温暖化による地球規模での深

刻な悪影響を回避するため、１９８８年に国連にＩＰＣＣが設立され、１９９０

年の第１次評価報告書からこれまでに５次にわたる評価報告書が公表された。こ

れらの科学からの警告を受けて、１９９２年には気候変動枠組み条約が、１９９

７年には先進国の削減義務を明記した京都議定書が採択された。２００５年に京

都議定書が発効し、省エネの推進や火力発電から再生可能エネルギーへの転換が

世界で大きく進展し始めた。しかし、他方で温室効果ガスの排出増加も続き、気

候変動の危険はさらに高まった。 

２００７年に公表されたＩＰＣＣ第４次評価報告書（ＡＲ４）では、２℃の気

温上昇に止めるためには、先進国は２０２０年までに１９９０年比２５～４０％、

２０５０年には８０～９５％の削減が必要であることが示された。また、前述の

ＡＲ５は、①２１世紀終盤およびその後の温暖化の程度は長寿命温室効果ガスで

あるＣＯ２の累積排出量によって決められること、②産業革命前と比べて温暖化

を２℃未満に抑制するためにはＣＯ２の累積排出量を２．９兆トンに止める必要

があるところ、排出可能な量は１兆トンしか残されていないこと（炭素予算と呼

ばれる）、③そのため、ＣＯ２及びその他の長寿命温室効果ガスの排出を世界全

体で今後数十年にわたり大幅に削減し、２０５０年までに２０１０年と比べて４

０～７０％削減し、２１００年には排出を実質ゼロ又はそれ以下にする必要があ

ること、などを指摘した。 

さらに、ＩＰＣＣ１．５℃特別報告書は、１．５℃の気温上昇に止めるために

は、２０５０年にも世界の排出を実質ゼロとする必要があること、とりわけ今後

の１０年間の取組みが重要であり、現状の排出が続けは２０３０年にも１．５℃

に達することを指摘した。 

日本など先進国は、ＩＰＣＣの報告などから、気候変動枠条約締約国会議（Ｕ
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ＮＦＣＣＣＯＰ）の合意で気温上昇を２℃未満とすることを念頭におくことが積

み重ねられてきたことなどを受けて、２０５０年までに温室効果ガスの排出を８

０％削減する（ドイツは８０～９５％とするなど、それ以上の国もある）ことを

宣言してきたが、近時、２０５０年に排出実質ゼロとする長期目標を設定する国

が出てきている。 

 

 

 図４ ２０００年～２１００年の温室効果ガス排出経路 全てのシナリオ(ＡＲ５から) 

 

 (2) パリ協定における２℃（１．５℃）目標の設定と排出実質ゼロへの道筋 

こうしたなか、２０１５年１２月、世界の平均気温の上昇を産業革命前から

２℃を十分に下回る水準に抑制し、１．５℃まで抑制することにも努力すること

を目的とするパリ協定が採択された。 

パリ協定は、気温上昇を２℃未満に抑制する目的の達成のために、今世紀後半

の早い時期に、世界全体で、ＣＯ２など温室効果ガスの人為的排出量と人為的吸

収量とを均衡させ、排出を実質ゼロとする長期目標を定め（第４条第１項）、各

国に削減目標と政策措置を立案し、条約事務局に提出すること、措置を実施する

ことを締約国に義務付けている（第４条第２項）。パリ協定は２０１６年１１月

４日に発効し、日本も、同年１１月８日にパリ協定を締結している。現時点にお
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いて、パリ協定を締結している国は世界の１８４か国に上っており、気候変動の

影響を最小限に抑えるべく、国際合意のもと、ＣＯ２の排出を実質ゼロとする取

り組みを、まさに全世界的に行っている状況にある。 

なお、２０１８年８月６日に「米国科学アカデミー紀要」（Proceedings  of 

National Academy of Science of the United States of America）に掲載され

た論文4では、仮に気温上昇を２℃未満に止めたとしても、既に現在のＣＯ２濃

度は高く、しかもそれが人間活動の慣性によりさらに増加中であること、気候変

化のスピードが過去に例がないほど速いことなどから、温暖化を増幅する方向で

のフィードバック現象が起こりうること、そして「Hot House Earth」に至る

Tipping point（後戻りできない分岐点の意）を超える可能性が指摘されている。 

 

３ 温暖化と石炭火力発電 

 ⑴ ＣＯ２排出実質ゼロの鍵を握る石炭火力発電 

   気候変動の防止について重要な鍵を握るのは石炭火力発電からの早期の脱却

である。 

   石炭火力発電所は、化石燃料である「石炭」を燃料とする火力発電所である。

その多くは、石炭を細かく粉砕してボイラーで燃焼させて蒸気を発生させ、蒸気

の力でタービンを回転させて発電する方式を用いている（いわゆる「汽力発電」、

新設発電所もこの方式である。）。 

   火力発電所は燃料の燃焼に伴い大量のＣＯ２や大気汚染物質を排出する。燃料

によって含有する成分が異なることから、石炭、石油、天然ガスのそれぞれの排

出量は大きく異なってくるが、石炭火力発電はたとえ高効率設備であっても、発

電電力１単位当たりの石炭火力発電からのＣＯ２排出量は天然ガス火力発電の

約２倍ある（ＣＯ２だけでなく、他の大気汚染物質の排出も格段に多い）。この

ため、ＣＯ２排出を実質ゼロとしていくためには、石炭火力からの早期の脱却が

                                            
4 http://www.pnas.org/content/pnas/early/2018/07/31/1810141115.full.pdf 
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不可欠である。 

 

  

図５ 火力発電のＣＯ２排出量の比較（気候ネットワーク作成） 

 

 ⑵ 世界の潮流としての石炭火力発電からの早期脱却 

ＵＮＥＰ（国連環境計画）は２０１７年に、パリ協定の目的の実現のために各

国に目標の引き上げが必要と指摘し、特に、このような被害をもたらす石炭火力

については、ＣＣＳ5を備えない石炭火力発電所の新増設は行わず、既設石炭火

力についてもフェーズアウトをしていくことが必要と指摘している。 

フランスは２０２１年、イギリスとイタリアは２０２５年、カナダは２０３０

年に石炭火力発電からの排出をゼロとすることを宣言して、ドイツも２０３８年

                                            
5 発電所・工場等からの排ガス中のCO2を分離・回収（Capture）し、地下へ貯留（Storage）する技

術 
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までに石炭火力発電から脱却する方針を明らかにしている。 

その背景には、石炭火力発電の負荷追従性が乏しいため6、今後一層の拡大が

必要となる再生可能エネルギー発電との組み合わせが難しい7、という状況もあ

る。成長著しい再生可能エネルギーは今後のエネルギー供給の主役となるとされ

ているが、石炭火力発電はこうした面でも有用性を欠くため、先進諸国において

は新設を止める方向に向かっている。２０２０年代には既設発電所についてもそ

の使用を停止させる流れにある。 

このように世界的には早期の石炭火力からの脱却が進められ、日本にも同様の

対策が求められている。そうした状況の中、次に見るように石炭火力発電所の増

設を続ける日本は先進国の中でも特異であり、かつパリ協定との整合性を欠いて

いる。 

 

４ 日本政府の削減目標と石炭火力発電 

 ⑴ 日本のＣＯ２排出量及び石炭火力発電からの排出量の推移 

日本の２０１６年度の温室効果ガスの排出量、１３億７００万トンのうち、Ｃ

Ｏ２排出量は温室効果ガスの約９２％を占め、うちエネルギー起源が９４％であ

る。そして、エネルギー起源のＣＯ２排出に占める事業用電力の割合はその４

２％（ＣＯ２全体に占める割合は３９％）にのぼっている。１９９０年以来、エ

ネルギー転換部門からの排出が顕著に増加しているが（図６参照）、なかでも事

業用電力からの排出が占める割合が増加している。 

 

                                            
6 電力の需要に応じた発電所の負荷に対応する能力を負荷追従性という。石炭火力発電所は、一旦石炭

を燃焼させると石炭自体が燃焼し続けるという性質から、短時間での負荷変動に対応した出力調整運

転がしにくい。 
7 変動型の再生可能エネルギー電力（太陽光・風力）は出力変動が大きいため、火力発電の出力調整

によって供給量をコントロールする必要があるが、石炭火力発電所は迅速な出力調整が難しいため、

機敏な供給量の調整に向かない。 
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図６ 環境省 ２０１６年度の温室効果ガス排出量（確報値） 

 

   電力部門における燃料別の発電電力量の推移は図６のとおりである。発電所か

らのＣＯ２排出量を燃料別でみると、２０１６年度で石炭火力発電からの排出が

過半を占めている（図７参照）。これは、石炭のＣＯ２排出原単位（単位発電量

あたりのＣＯ２排出量）が大きいことによる。 
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図７－１ 燃料別発電量の推移（資源エネルギー庁「エネルギー白書２０１８」から） 

 

 

図７－２ 事業用発電におけるＣＯ2排出量の燃料別割合(総合エネルギー統計（炭素表）か

ら) 

 

 ⑵ 日本政府のＣＯ２削減目標 

 日本政府は、気候変動に関する国際社会の取組みに対応して、２０５０年まで

に温室効果ガスの排出を８０％削減するとの目標を２０１２（平成２４）年４月

２７日に閣議決定した（第４次環境基本計画）。その後、２０３０年国別約束草

案（ＩＮＤＣ）（２０１５年策定）及び地球温暖化対策計画（２０１６年策定）
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においても、この長期排出削減目標を確認してきた。その後、２０１３年に、日

本政府は、２０２０年の削減目標（１９９０年比２５％削減）を「２００５年比

３．８％削減」との目標に変更した。 

その後、２０１５年７月に、経済産業省は、石炭火力と原子力をベースロード

電源と位置づけ、２０３０年度の電源構成における石炭火力の割合を２６％（他

に、液化天然ガス２７％、石油３％、原子力２２～２０％、再生可能エネルギー

２２～２４％）とする割合（以下「エネルギーミックス」という。）を含む「長

期エネルギー需給見通し」を策定した。政府はこれを前提として、２０３０年度

に温室効果ガスを２０１３年比２６％削減することを国別削減目標（ＩＮＤＣ）

として提出した（パリ協定の採択に向けて各国が削減目標を提出することになっ

ていた）。 

 その後、上述のパリ協定の採択を受け、日本政府は、２０１６年５月、２０５

０年までに温室効果ガス排出量の８０％削減を目指すとの目標（以下「２０５０

年目標」という。）、及び、２０３０年度に２０１３年度比で２６％削減すると

の目標（以下「２０３０年目標」という。）を、目標達成のための措置とともに

地球温暖化対策計画として閣議決定した（同年１１月８日に、パリ協定の締結と

ともにパリ協定第４条２項に基づき通報した）。２０１８年６月には、２０１５

年６月に上記エネルギー長期需給見通しを取り入れた「エネルギー基本計画」が

閣議決定された。 

 ⑶ ２０３０年目標・２０５０年目標を前提としても石炭火力の新設はおよそ認め

られないこと 

 上記の地球温暖化対策計画は、温室効果ガスの削減について２０３０年度目標

から２０５０年目標に至る経路が示されていないなどの重大な問題もはらんで

いる。日本の温室効果ガスの９２％を占めるＣＯ２は長期にわたり大気中に滞留

し、その蓄積量が平均気温の上昇に比例的に影響を及ぼすものであるから、２０

５０年８０％削減に向けて、少なくとも下記の図８のとおり直線的に削減される

べきであるが、２０３０年度２０１３年比２６％削減目標はこの点で明らかに低
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きに過ぎる。目標達成のための措置も不十分なものにとどまっている。 

 

 

図８ 日本の温室効果ガス排出量と発電部門ＣＯ2排出量の推移並びに、２

０２０・２０３０・２０５０年目標と今後の削減の方向性 

 

しかしながら、こうした不十分な日本政府の２０３０年目標・２０５０年目標

を前提としても、石炭火力発電によるＣＯ２の排出を削減することは目標を達成

するうえで不可欠である。日本の発電部門におけるＣＯ２の排出のうち、石炭火

力発電からの排出はその過半を占めているためである。 

1990～1016年までの棒線：日本の温室効果ガス排出量及び事業用火力発電所のCO
2
排出量の実

績（出典：国立環境研究所の温室効果ガス排出インベントリから） 

2020年度目標：2005年度比3.8%削減 
2030年度目標：2013年度比26%削減 
2050年度目標：80％削減を目指す 
 いずれも、政府の「地球温暖化対策計画」から 

「上の矢印」は、温室効果ガス全体の今後求められる削減の方向性を示す。 
「下の矢印」は、事業用火力発電所のCO2排出量の今後求められる削減の方向を示す。 
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日本においては、戦前から戦後１９６０年代初めまでは、火力発電の主力は石

炭火力であったが、中東地域やアフリカにおいて大規模油田が発見され、安い石

油が大量に供給されるようになり、石炭火力から石油火力への転換が行われた。

しかし、その後、石油危機を経て、石油依存度を減らすという国策の下で、天然

ガス火力発電とともに石炭火力発電のシェアが拡大してきた。石炭は、天然ガス

等と比較して燃料費が安いため、２１世紀に入ってもシェアを高めてきた。２０

１１年３月の東日本大震災後は、原子力発電所の停止による一時的な電力不足や

電力自由化を背景として、全国各地で石炭火力発電所の新増設が計画されるに至

った。 

福島第一原発事故前の日本の石炭火力発電所は約１００機、設備容量で４２０

０万ｋＷであった。前記経済産業省の長期需給見通しでは、２０３０年度の電源

構成における石炭火力の割合が２６％とされているが、２０１６年度の実績で発

電量に占める石炭火力の割合はすでに３２％にも及んでいる。そのうえ、東日本

大震災後、本件発電所や神戸製鋼の新設発電所など、５０の石炭火力発電所新増

設が計画され、１３機が中止になったが、既に１２機が稼働し、２０１９年５月

現在で建設中あるいは環境アセス中の発電所建設計画は２５機である。 
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図９ 日本の既存石炭火力発電所・新設される石炭火力発電所の設備容量の 

実績と４０年廃止の場合の推移（気候ネットワーク作成） 

 

特定非営利活動法人気候ネットワークの調査によれば、２０１７年度の既存石

炭火力発電所の設備容量は約４４００万ｋＷである。図９は、これら既設の石炭

火力発電所の設備容量に、上記のとおり、福島第一原発事故後に計画された石炭

火力発電所のうち、既に新設され稼働している石炭火力と、現在建設ないしアセ

ス中の２５機（１４２９万ｋW）のすべてが建設され、これらが４０年稼働する

と仮定した場合の日本の石炭火力発電所の設備容量の推移を、技術別に示したも

のである。２０３０年でも現在の設備容量を上回り、長期エネルギー需給見通し

0

1000

2000

3000

4000

5000

1
9
5
9

1
9
6
4

1
9
6
9

1
9
7
4

1
9
7
9

1
9
8
4

1
9
8
9

1
9
9
4

1
9
9
9

2
0
0
4

2
0
0
9

2
0
1
4

2
0
1
9

2
0
2
4

2
0
2
9

2
0
3
4

2
0
3
9

2
0
4
4

2
0
4
9

2
0
5
4

石
炭
火
力
発
電
所
設
備
容
量
[万

kW
]

sub-C既設 sub-C新設 SC既設 USC既設 USC新設

「USC」 「超々臨界圧発電」発電効率：約40〜43% 

「IGCC」「石炭ガス化複合発電」（ガスタービンと蒸気タービンの 
二段階発電） 発電効率：43%前後 

「SC」 「超臨界圧発電」 発電効率：41%前後 

「sub-C」「亜臨界圧発電」 発電効率：39%前後 

2018年以降については、気候ネットワークが調査した既設石炭火発及び新設計画のうち稼働中
の12機と、計画・工事中の25機が計画通り運転開始し、既設、新設とも運転開始40年で廃止と
想定した場合の設備容量の将来予測。 
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における２０３０年度の石炭火力の割合（２６％）すら大きく上回ってしまうこ

とは確実な状況にある。さらに、２０５０年目標（８０％削減）の達成も極めて

困難な状況に陥ることは避けられない。 

電力供給という面でも、東日本大震災以降の全国での市民・事業者による節電

の努力や２０１２年７月の再エネ特措法制定以後の再生可能エネルギーの拡大

によって、石炭火力発電所の新増設はもはや必要がない状況になっており、石炭

火力発電所を建設する必要性は失われている。 

以上のとおり、国の削減目標に照らしても、石炭火力発電所の新設を容認する

余地はない。 

 

５ 日本の石炭火力発電所設置・稼働に対する対策の現状 

 ⑴ 石炭火力発電に関する電気事業者らの対応 

   ２００２年６月に、「地域及び地球の環境の保全に寄与する」ことを目的とす

るエネルギー政策基本法が制定され、エネルギー政策と気候変動対策との整合性

が図られることとなった。２００５年には京都議定書が発効し、ＣＯ２など温室

効果ガスの排出削減が国際的責務となり、ＣＯ２排出量の３分の１以上を占める

発電部門、とりわけ石炭火力発電からの排出の削減が急務となった。 

   日本では、発電部門における排出策削減策は、電力業界の取り組みに委ねられ

てきた。電気事業者らは、２０１５年７月に示した「電気事業における低炭素社

会実行計画」8において、政府が示すエネルギーミックスから算出したとされる

火力発電の２０３０年のＣＯ２排出原単位０．３７ｋｇ／ｋＷｈ程度を目指すと

している。 

                                            
8 出典 2015年7月17日 電気事業連合会、電源開発株式会社、日本原子力発電株式会社、特定規模電

気事業者有志の発表による「電気事業における低炭素社会実行計画」の策定について

https://www.fepc.or.jp/about_us/pr/sonota/__icsFiles/afieldfile/2015/07/17/20150717_CO2.pdf 
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 ⑵ 国がとるべき気候変動による被害防止のための措置   

   他方、パリ協定は気候変動に対する国際条約であり、国は、パリ協定に参加し

たので、国は、２０３０年目標、２０５０年目標として、自らのＣＯ２削減目標

とその達成のための政策措置を定めるとともに、可能な規制権限を行使して目標

達成をできるようにすべき責務を負っている。環境基本法第５条でも、国際協調

のもとで地球環境の保全に積極的に推進すべきとされている。 

  したがって、国は、２０３０年目標、２０５０年目標を達成するため、これら

のＣＯ２の排出削減目標を達成するために必要な措置を取るとともに、これを達

成することを妨げる事業については、適時適切に法に基づく規制権限を行使して、

これを制限し、ＣＯ２の排出を抑制しなければならない。 

上述のとおり、石炭火力発電所の増加は、パリ協定によって国が負っている責

務及び政府が掲げる削減目標の実現を著しく困難にさせるものである。ＣＯ２の

排出が気候変動による異常気象・災害等の発生を通じて人の生命・身体・財産を

脅かすことはすでに科学的に確立した知見となっているのであるから、国は適切

に規制権限を行使して石炭火力発電所の新設を認めないようにするとともに、現

在運転中の石炭火力発電所についても順次、閉鎖していくように誘導、規制して

なければならない。 

 

第５ 新設発電所によるＣＯ２の排出と大気汚染 

１ 新設発電所の稼働による温暖化 

  新設発電所には、ＣＣＳが備えられておらず、その稼働によって大量のＣＯ２が

大気中に放出される。 

   その量は、本件評価書に基づけば、１年間に７２６万トンもの量に上る（表１参

照）。ただし、表１はＪＥＲＡ作成のものであるところ、「既設稼働時（現状）」

の欄の「年間設備利用率」、「年間発電量」、「年間排出量」欄の記載内容は、あ

たかもすべてが稼働しているように記載され、かつ、それらが何時の時点での実情

であるのか不明である。 
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  「第３」の「１」で述べた通り、１、２、５、６号機は２０００年末で稼働を停

止し、７・８号機及び２号ガスタービンも２００１年末で稼働停止し、新潟中越地

震などの臨時の稼働しかしない長期計画停止の状態となった。２００４年１２月２

０日には１号機は廃止され、２号機も２００６年３月２７日に廃止された。そして、

２０１０年４月には、すべての発電所が稼働停止（長期計画停止）になった。福島

第一原発事故後でも３・４号機及び２号ガスタービンが２０１５年まで稼働しただ

けであった（後掲の図１０参照）。 

  本件新規石炭火力発電所の建設における既設発電所の「現状」のＣＯ２排出量は

ゼロと評価されるべきである。  

  新設発電所の年間排出量は、日本の２０１６年度のエネルギー起源ＣＯ２排出量

（１１億２８００万トン9） の約０．６４パーセントにもあたり、概算ではあるが、

世界のエネルギー起源ＣＯ２排出量（２０１５年では約３２３億トンＣＯ２）10の

約５０００分の１にあたる。 

                                            
9  出典：http://www.env.go.jp/press/files/jp/109034.pdf 
10 出典：https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cop/shiryo/co2_emission_2015.pdf 



25 

 

 

表１ 新設発電所のＣＯ２排出量及び排出原単位11 

 

  また、これは、神奈川県内のＣＯ２排出量12である約７６９６万トン（２０１６

年度）13の約１割に及び、一般家庭１５０万世帯分14にもあたるものである。 

   このような大量のＣＯ２の排出は、地球規模での排出割合において地球温暖化を

確実に加速させ、甚大な被害をもたらすものである。 

 

                                            
11 出典：JERA「（仮称）横須賀火力発電所新１・２号機 環境影響評価書」 1212頁から抜粋 
12 電気を使用した側が温室効果ガスを排出したとみなして排出量を算定する方法（間接排出方式）に

よって算出されたもの。 
13 出典：「2016年度神奈川県内の温室効果ガス排出量推計結果」について 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f417443/documents/190325_ghg_shiryo.pdf。2016年度

の排出量（速報値）。 
14 世帯当たり年間ＣＯ２排出量は４．５トン。 

出典：http://www.jccca.org/home_section/homesection01.html 
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２ 新設発電所による大気汚染 

 (1) さらに、新設発電所から排出される大気汚染物質の年間排出総量（利用率最大）

は、①ＳＯｘが５８㎥Ｎ／時、②ＮＯｘが６６㎥Ｎ／時、③ばいじんが２２kg

／時にものぼる。なお、表２の「現状」の欄の数字も、ＣＯ２についての表１で

指摘したと同様に、何時の時点の実情であるのか不明である。 

 

 

表２ 新設発電所稼働後の大気汚染物質の総排出量15（ＪＥＲＡ作成） 

                                            
15 JERA「 (仮称)横須賀火力発電所新 1・2 号機建設計画 環境影響評価書」38頁から抜粋 
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 (2) いうまでもなく、硫黄酸化物（ＳＯｘ）やばいじんは、喘息や肺炎などの呼吸

器疾患の原因となる。窒素酸化物（ＮＯｘ）は吸引すると呼吸器疾患の原因と

なる。ＮＯｘやばいじんからは、ＰＭ２．５も生成される。ＰＭ２．５は、非

常に粒子が細かいため、人体内の肺胞や血液中に混入し、呼吸器疾患、心筋梗

塞や脳梗塞などの循環器疾患及び肺がんの増悪因子となる。また、ＰＭ２．５

は、広域（長距離）に拡散され、発生源から離れた場所でも汚染を発生させる。

さらに、ＮＯｘは、酸性雨及びオゾン等の原因物質でもある。ばいじんは煤（す

す）等の固体粒子であるが、浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）となり（そのうち粒子

が非常に小さいものはＰＭ２．５にあたる）、肺や気管などに沈着して喘息な

どの呼吸器疾患の原因となる。 

 (3) 新設発電所は長期間の稼働を予定するものであるから、多大な環境影響が、極

めて長期間に及ぶものであり、将来にわたっての環境への影響の度合いは甚大で

ある。 

 

第６ 本件確定通知の違法性 

１ 環境アセスの目的・手続と、経済産業大臣が有する権限等 

 ⑴ 環境アセスの目的 

   環境影響評価法は、同法施行令に列挙されている一定の事業（対象事業）につ

いて、事業の実施に先立ち、事業の実施による環境への影響を調査・予測・評価

することを、当該事業者に義務付けている。 

   環境アセスは、環境に大きな影響を与える事業に関して、その事業の内容を決

定するに当たり、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ

事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して一般市民や地方公共

団体の首長などから意見を聴取し、これらを踏まえて環境の保全の観点からより

よい事業計画を策定することによって、環境の保全について適正な配慮を行うこ

炭火 
 



28 

 

とを目的としている。 

⑵  発電所における環境影響評価 

   本件の新設発電所のように、発電した電力を売電する火力発電所（火力発電 

設備）のうち一定規模以上のものについては、環境影響評価法の対象事業とされ

ているが、同法の制定前から国（旧通商産業省）のアセス制度のもとで手続の各

段階に国が監督指導する方法によって環境影響評価がなされてきたことを踏ま

え、その目的に「環境の保全を図ること」をおいている電気事業法４６条の２以

下において、環境影響評価法が定める手続に加え、電気事業法に基づいて国が影

響評価の各段階で関与するための特例が設けられている。 

  すなわち、電気事業法は環境アセスに関し、経済産業大臣に以下の各権限を与

えている。 

方法書に対する大臣の勧告権（４６条の８） 

準備書に対する勧告権（４６条の１４） 

評価書に対する変更命令権（４６条の１７） 

   これらの権限行使を実効的なものとするため、電気事業法は、方法書・準備書・

評価書の経済産業大臣に対する届出、都道府県知事や環境大臣からの意見聴取な

どの手続などについても定めている。 

   新設発電所は、前記のとおり、１５万ｋＷ以上の火力発電所であるため、「第

１種事業」に該当し（同法２条２項１号ホ、同法施行令１条・別表１）、電気事

業法及び環境影響評価法に基づき、本件環境アセスが実施された。 

 ⑶ 第１種事業にあたる発電所に適用される環境アセスの具体的な流れ 

    第１種事業にあたる発電所に適用される環境アセスの具体的な流れは以下の

とおりである。  

  ア 配慮書、方法書、準備書、評価書 

   まず、事業者は、事業の早期段階における環境配慮を図るため、事業の位置・

規模等の計画の立案段階において、その事業の実施が想定される区域において、

環境の保全について適正な配慮をするべき事項について検討を行い、その結果
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を計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）に記載する。配慮書につい

て、環境大臣及び主務大臣は、環境保全の見地からの意見を述べることができ

る。また、事業者は、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一

般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならないとさ

れている（環境影響評価法３条の２以下）。 

   次に、事業者は、環境影響評価の項目と方法を記載した環境影響評価方法書

（以下「方法書」という。）を作成し、公告・縦覧に供し、説明会を実施する。

また、事業者は、方法書を関係市町村・都道府県に送付し、経済産業大臣に届

け出る。経済産業大臣は、市町村長の意見を勘案した都道府県知事の意見を勘

案し、方法書について環境保全の見地からの意見を有する者の意見の概要やこ

れに対する事業者見解等に配意して、事業者に対して方法書についての勧告を

行う。事業者は、都道府県知事の意見を勘案し、方法書について環境の保全の

見地からの意見を有する者の意見に配意し、さらに、上記勧告を踏まえて、環

境影響評価の項目等の選定を行う（環境影響評価法５条以下、電気事業法４６

条の４以下）。 

    事業者は、これに基づいて環境影響評価を行い、環境影響評価の結果や環境

の保全のための措置を記載した環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）

を作成する。経済産業大臣による勧告に至る手続は、準備書についての審査を

する際、環境大臣の意見を聴かなければならないことを除くと、方法書の場合

とほぼ同様である。 

   事業者は、都道府県知事の意見を勘案し、環境の保全の見地からの意見を有

する者の意見に配意し、さらに、上記勧告を踏まえて、環境影響評価書（以下

「評価書」という。）を作成し、経済産業大臣に届け出る（環境影響評価法１

４条以下、電気事業法４６条の９以下）。 

  以上の流れについては、別紙１の「手続のフロー」の通りである。 

  イ 評価書の確定通知と環境アセスの終了 

  経済産業大臣は、評価書を審査し、環境の保全についての適正な配慮がなさ
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れることを確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、

届出を受理した日から３０日以内に、評価書を変更すべきことを命ずることが

できる（以下「評価書変更命令」という。電気事業法４６条の１７第１項、同

法施行規則６１条の１０）。 

   他方、経済産業大臣は、変更命令をする必要がないと認めたときは、遅滞な

く、その旨を特定事業者に通知しなければならない（以下、この通知を「確定

通知」という。電気事業法４６条の１７第２項）。経済産業大臣は、確定通知

をしたときは、確定した評価書（以下「確定評価書」という。）の写しを環境

大臣に送付し、評価書、その要約及び評価書変更命令の内容を記載した書類を

関係都道府県知事及び関係市町村長に送付する（同法４６条の１８）。事業者

は、確定評価書等を公告・縦覧に供する（環境影響評価法第２７条・電気事業

法第４６条の１９）。これによって発電所に関する環境アセスの手続自体は終

了する。 

  ウ 確定評価書に基づく環境の保全への適正な配慮 

  事業者は、当該事業を実施するにあたり、確定評価書に記載されているとこ

ろにより、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業に係る事

業用電気工作物を維持し、及び運用しなければならないと定められている（環

境影響評価法３８条１項、電気事業法４６条の２０）。 

 ⑷ 経済産業大臣の関与と権限 

  ア 経済産業大臣は、電気事業法における環境アセスにおいては、上記の通り（ま

た別紙１のとおり）、配慮書への意見、方法書の審査・勧告、準備書の審査・

勧告、評価書が作成されるまでのプロセスにおいて、意見を述べること、勧告・

変更命令をおこなうこと等を通じて、事業者が環境保全措置を決定していく過

程に密接に関与する。電気事業法は、経済産業大臣にこうした権限を認めるこ

とによって、その適切な権限行使によって発電事業等における環境影響評価が

適切に実施され、「環境の保全への適切な配慮」が実現されるよう図っている。

こうしたプロセスを経て最終的には、評価書の審査・確定通知を通じて、事業
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者の環境保全措置の内容を決する評価書を確定させる。 

  イ こうした経済産業大臣の規制権限は、電気事業法３９条において事業用電気

工作物が省令で定める技術基準に適合することを義務付けていることの反映

でもある。 

    すなわち、電気事業法が定める技術基準では、事業用電気工作物が「人体に

危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えない」ことを要件としており（同条２項

１号）、発電事業など事業用電気工作物の設置及び運用によって健康被害や財

物損壊を回避することを定めている。同法は発電所の設置による発電事業をお

こなうことについて事業許可制度など特段の制度を設けていないが、法は経済

産業大臣が環境アセス手続の各段階において勧告や変更命令などの権限を適

切に行使することによって、発電事業に伴う健康被害や財物損傷が生じること

を防いでいる。 

   したがって、経済産業大臣は、特に健康被害や財物損傷を防止するという観

点からも、評価書について判断し、必要に応じて規制権限を発動する必要があ

る。 

  ウ したがって、経済産業大臣は、環境アセスに係る手続及び審査の当時の環境

の状況（周辺地域の環境だけでなく、地球環境を含む）やこれを保全するため

にどのような環境保全措置が必要であるか及びこれに関する具体的な科学的

知見、国際的・国内的な環境対策に関する議論の状況及び具体的に設定された

目標等を踏まえたうえで、新設発電所の設置と運用について「環境への適切な

配慮」という観点、および、「人体への危害」と「物件の損傷」の防止という

観点から慎重に判断しなければならず、環境影響の調査・予測・評価に欠落や

誤りがある場合または環境保全措置の検討が不十分である場合には適切に規

制権限を発動すべきであり、確定通知を発することは許されない。 

 

２ 環境影響評価手続の瑕疵と違法性 

  環境アセスでは、①法が定める手続に従って、②前提となる情報を調査のうえで



32 

 

環境への影響を予測し、③首長意見・市民意見も勘案したうえで環境影響について

の合理的な評価を行い、④その評価を踏まえて環境保全のための措置を決定するこ

とになるが、こうした適正な過程を欠いた場合は、第一に、その瑕疵が治癒されな

い限り、手続きを進めることはできない。当該事業の所管行政庁は、不適切な手続

ないし調査・予測・評価について、自ら権限を行使して事業者にこれを是正させる

べきであり、それを看過してなされた行政処分は違法となる。 

  また、第二に、内容的に不備のある点については、その点を考慮して、拒否処分

などの適正な処分がされなければならない。 

  環境影響評価手続の過程において、環境影響評価を左右する重要な環境情報が収

集されなかったにもかかわらず、そのまま環境影響評価の結果が確定された場合等

には、適切に環境影響の調査・予測・評価や環境保全措置の検討がなされたとはい

えず、免許等を行う者による環境配慮審査適合性が認められるとの判断は違法とな

る（東京地判平成２３年６月９日・訟務月報５９巻６号１４８２頁（新石垣空港設

置許可処分取消請求事件）参照）。 

  第１種事業にあたる火力発電所の環境アセスにおいても、経済産業大臣は、環境

影響の調査・予測・評価に欠落や誤りがある場合、環境保全措置の検討の内容が不

合理である場合（調査・予測・評価項目が欠落している、調査・予測の方法が適切

でない、不十分である、評価の前提となる情報が誤っている、適切な環境保全措置

が検討されていないなどの場合）、手続が適切に履行されたとはいえない。したが

って、それらの点について、自ら権限を行使して事業者にこれを是正させ、環境の

保全について適切な配慮が行われるようにしなければならない。経済産業大臣がこ

れを怠り、不適切・不合理な内容の評価書のままで確定通知を発しこれを確定させ

た場合、かかる確定通知は取り消されねばならない。 

  本件の環境アセスには、以下に述べるとおり、複数の重大な瑕疵が存在する。そ

れにもかかわらず、経済産業大臣が発した評価書の確定通知は違法である。 
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３ 瑕疵事由１〜環境アセスの違法な簡略化 

 (1)  「改善リプレース」を理由とする環境アセスの簡略化 

 東京電力フュエル＆パワー株式会社は、新設発電所の建設は、「改善リプレー

ス」であるとして、環境アセス調査の一部を省略して手続きを進めた。 

環境省は、リプレース案件においては土地改変等による環境影響が限定的で、

かつ、温室効果ガスや大気汚染物質による環境負荷の低減が図られる事例が多い

ことを理由に、一定の条件を満たす場合には環境アセス手法を「合理化」（つま

り、手法の簡易化及び省略）することを認め、２０１２（平成２４）年３月、「火

力発電所リプレースにかかる環境影響評価手法の合理化に関するガイドライン」

（甲第２号証。２０１３（平成２５）年３月に改訂16。以下「リプレースガイド

ライン」という。）としてまとめた。 

リプレースガイドライン（３頁）では、適用対象となる事業について、「火力

発電所リプレースのうち、本ガイドラインがその対象とするのは、リプレース後

に発電所からの温室効果ガス排出量、大気汚染物質排出量、水質汚濁物質排出量

及び温排水排出熱量の低減が図られる（温室効果ガス排出量以外の項目について

は現状非悪化となる場合も含む。）事業（以下「改善リプレース」という。）で

あって、かつ、対象事業実施区域が既存の発電所の敷地内又は隣接地に限定され

る等により、土地改変等による環境影響が限定的となり得る事業」と定義されて

いる。 

東京電力フュエル＆パワー株式会社は、新設発電所は上記の定義を満たすとし

て（表３参照）、一部の調査を省略して本件環境アセスをおこなった（本件評価

書４８１頁）。しかし、表３に「（現状）」とある内容がおよそ実際からかけ離

れていることについては、既に述べたとおりである。 

 

                                            
16 経済産業省の平成29年3月の株式会社ＪＥＲＡ（仮称）横須賀火力発電所1・2号機建設計画環境影

響評価方法書に係る審査書（6頁）によれば、平成25年のガイドラインの改定によって、アセス確定通

知以前に既設3.4号機が撤去され、２年短縮されたことになる。 
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表３ リプレースに関する事業者の説明17（ＪＥＲＡ作成） 

 

 (2)  そもそも「改善リプレース」ではない 

   上述のとおり、新設発電所予定地においては、２００１年には恒常的な稼働は

設置されている発電所設備の７割で行われておらず、２００５年までに３・４号

機を除くすべての発電所が「長期計画停止」の対象とされ、２０１０年にはすべ

ての発電機が「長期計画停止」となった。２０１４年以降はすべての既存発電所

が停止していた（図１０の稼働状況表参照）。 

  つまり、この間、発電所が稼動することによる環境に対する影響がなかった状

態がすでに恒常化していた。 

                                            
17 JERA「(仮称)横須賀火力発電所新 1・2 号機建設計画 環境影響評価書」483頁から抜粋 
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図１０ 横須賀火力発電所の稼働状況18（ＪＥＲＡ作成） 

   

  東日本対震災及び福島第一原子力発電所の事故後、東京電力は横須賀火力発電

所の再稼働を目指したが、再稼働を実現することができたのは２号ガスタービン

と３・４号機のみであった。これらの発電機もその後２０１３年には再び長期計

                                            
18 JERA「(仮称)横須賀火力発電所新 1・2 号機建設計画 環境影響評価書」482頁から抜粋 
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画停止となった。 

  こうした経過にてらせば、横須賀火力発電所の発電機は３．４号機を除いて、

すでに長期間にわたり稼働をしておらず、稼働によって排出される大気汚染物質

やＣＯ２による負荷がない環境が安定的に形成されていたことがわかる。新設発

電所について、リプレースによる環境負荷の「低減」を実現することを理由とし

て環境アセスの簡略化をおこなう余地は明らかに存在しない。 

 (3)  温室効果ガスは大幅に増加する 

   東京電力フュエル＆パワー株式会社は、ＣＯ２の排出量は既設稼働時より新設

稼働時の方が軽減されるから、上記の条件を満たすと判断している。ここでは、

３号機から８号機及び２号ガスタービンの排出量の合計が既設稼働時の排出量

とされている（表１参照）。 

   しかし、上述のとおり、本件アセスが開始される前の２０１３年には全号機が

事実上、廃止されていた。５～８号機は２００１年から長期計画停止の状態にあ

り、３・４号機も含め２０１０年に長期計画停止となり、福島原発事故前にはす

べてが稼働を停止していた。少なくとも、本件環境アセスの実施当時、これらは

稼働可能な状態ではなかった。百歩譲って、既設の発電機として積算に含めるこ

とを認めることがありうるのは、３号機及び４号機のみである。 

また、新設発電所が稼動した場合のＣＯ２の排出量（年間７２６万トン）は、

３号機及び４号機から排出されるＣＯ２よりも多い。 

リプレース案件において環境アセスの簡略化が許される趣旨は、「（火力発電

所）のリプレースに際しては、土地改変等による環境影響が限定的で、かつ、温

室効果ガスや大気汚染物質による環境負荷の低減が図られる事案も多い。温室効

果ガス削減に対する喫緊の要請を踏まえると、そのような案件については早く運

用に供されることが望ましい」と説明されている（甲２・１頁）が、新設発電所

が「早く運用に供される」ことによる温室効果ガスの排出削減という前提を満た

さないことは一目瞭然である。それにもかかわらず、運用実態を無視して、温室

効果ガスの「低減」を理由にアセスの簡略化をおこなうことは、事実を偽装欺瞞



37 

 

するものであって、環境アセス手続きの重大な誤りである。 

 (4)  環境アセスの簡略化は重大な瑕疵である 

   このように、新設発電所は、環境アセスの簡略化が許されるケースではない。

それにもかかわらず、環境アセスを簡略化して手続を進めた点で、本件アセスに

は重大な瑕疵がある。 

 

４ 瑕疵事由２〜温室効果ガス対策に係る検討の誤り 

 (1) 温室効果ガス対策に係る評価・検討の誤り 

  新設発電所に係る本件評価書において、ＪＥＲＡは、燃料を石炭とすること、

これによって排出されるＣＯ２排出量が年間７２６万トンにものぼること、ＣＯ

２の排出原単位（発電端）が約０．７４９ｋｇ－ＣＯ２にも上ることを記載して

いる（本件評価書１１９４頁）。 

   これに対して、同社が温室効果ガス等に係る環境保全措置として掲げるのは、

「利用可能な最良の発電技術である超々臨界圧（ＵＳＣ）発電設備を採用する（設

計発電端効率：４３.５％、高位発熱量基準）」「発電設備の適切な維持管理及

び運転管理を行うことにより、発電効率の維持に努める」「省エネ法のベンチマ

ーク指標について、２０３０年に向けて確実に遵守する」「電力業界の自主的枠

組みに参加する小売電気事業者に電力を供給するように努める」ことのみである

（本件評価書同頁）。 

  そのうえで、「石炭」を燃料としてプラントを設計・建設、稼働するにもかか

わらず、ＪＥＲＡは、これらの対策の効果として、「実行可能な範囲内でできる

限り低減が図られている」という驚くべき自主評価をしている（本件評価書同頁）。 

   しかしながら、温室効果ガス対策に係る上記の如き対策内容と評価・検討は、

著しく不十分であるという他ない。 

 ⑵ 燃料種についての検討の欠如 

  ア 燃料種についての検討を欠いていることの不合理性 

   先に述べたとおり、同一の電力量を発電するにあたって、石炭火力は天然ガ
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ス火力の２倍以上のＣＯ２を排出する。本件横須賀火力発電所の元の石油火力

と比べても、約２割増加させる（上記図５参照）。 

日本の温暖化対策の中期目標及び長期目標を達成するためには、火力発電所

部門からの温室効果ガスの排出削減が必要不可欠であるにもかかわらず、石炭

についてのこれらの環境への悪影響を考慮することなく「石炭」を燃料種とし

て選択することは、およそ環境への影響を適切に評価しこれに配慮したことに

はならず、「石炭」を前提に最低限の環境保全措置を定める程度では、およそ

環境への配慮としておよそ合理性を有さない。 

  イ 配慮書段階での燃料種の検討が必要であること 

   この点、環境アセスの手続の中では、事業者においては、環境の保全につい

て適正な配慮をするべき事項を検討する「配慮書」の手続において、温室効果

ガス排出削減の観点から、燃料種の選択を含めた代替案を検討することが不可

欠である。 

   とりわけ、火力発電所のうち石炭火力発電所については、前述したように、

「熱効率において最高技術レベルの設備」を導入したとしても、天然ガス火力

発電所と比べて１キロワット時あたり２倍以上のＣＯ２を排出するものであ

り、その環境影響は極めて大きい19。そして、火力発電所の環境影響を左右す

る最も重要な要素は燃料の選択であるところ、温室効果ガスの排出量は、ＣＣ

Ｓの技術が商業化に至っていないことを前提とすると、炭素燃料の選択によっ

てほぼ決まってしまう。 

   計画段階環境配慮の制度を導入した環境影響評価法の２０１１（平成２３）

年改正は、事業の早期の段階で環境配慮を促すことにあるが、こうした改正法

の趣旨からすれば、事業者に対しては、温室効果ガスの排出を計画段階配慮事

項として設定し、燃料選択についての複数案を検討し、その検討の結果を配慮

                                            
19 環境影響評価制度の見直しにかかる「環境影響評価法に基づく基本的事項に関する技術検討委員会 報告書（案）」

４頁においても、配慮書において温室効果ガスが配慮事項とされていないのは不十分であるとの意見が示されて

いる。 
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書に記載させなければならない。 

 ⑶ 結論 

   以上のことから、ＪＥＲＡが、新設発電所にかかる環境影響評価の過程におい

て、ＣＯ２の排出量が半分以下となる天然ガス火力との比較検討すらしていない

ことは、計画段階における環境配慮を求め（環境影響評価法３条の２以下）、ま

た、準備書においても環境保全措置に関する複数案の検討の結果の記載を求めた

環境影響評価法（同法１４条１項７号ロ）の趣旨を没却するものといわざるをえ

ない。 

   環境影響を低減するために本来必要な検討を行わなかった本件アセス手続に

は重大な瑕疵がある。 

 

５ 瑕疵事由３〜大気汚染に係る検討の不十分さ 

 ⑴ 燃料種の選択の誤り 

   ＪＥＲＡが、ＣＯ２排出との関係で、燃料種の検討を通じた環境配慮を行って

いないことの問題は上記のとおりであるが、この点については、大気汚染物質に

係る評価についても全く同様である。 

   天然ガス火力発電所の場合、ＳＯｘ（硫黄酸化物）、ばいじんはほとんど排出

されず、ＮＯｘ（窒素酸化物）についても、石炭火力と比べてその排出量が極め

て小さくなる（ＰＭ２．５についても大幅な排出量の減少が見込まれる）。しか

し、新設発電所は石炭を燃料とするものであるから、前述のとおり、新設発電所

からはこれらの大気汚染物質が大量に排出される。 

   加えて、天然ガス火力であれば、水銀などの重金属類の排出もほとんどない。

すなわち、燃料種を「石炭」にするか、天然ガス火力にするかによって、大気汚

染物質の排出量（それ以前に、一部の物質については排出されるか否か）及び重

金属の排出量は劇的に異なってくるものとなる（この点は、天然ガス火力でもＣ

Ｏ２は一定量排出されること大きく異なる）。 
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 ⑵ ＰＭ２．５及び光化学オキシダントについての評価の欠如 

   微小粒子状物質（ＰＭ２．５）とは、大気中に浮遊している２．５μｍ以下の

小さな粒子である。「手引き」では、浮遊粒子状物質（ＳＰＭ：１０μｍ以下の

粒子）については評価対象項目に挙げられているが、ＰＭ２．５については評価

対象項目に挙げられていない。しかし、大気中のＰＭ２．５は、呼吸器疾患、循

環器疾患及び肺がんの発症の原因となることが明らかになったため、２００９

（平成２１）年９月には、ＰＭ２．５について、１年平均値１５μｇ／ｍ３以下

かつ１日平均値３５μｇ／ｍ３以下とする環境基準が設定された。全国的にみて

も、ＰＭ２．５の環境基準が未達成の地点が少なくないばかりでなく、新設発電

所の周辺地域でも未達成地域が存在する。ＰＭ２．５の生成・排出・拡散につい

て厳密な予測の手法が未確立であったとしても、学会や海外で提案されている方

法により、一定の環境影響評価を行う必要があるのにそれが行われていない。 

   光化学オキシダントとは、光化学スモッグの原因となる大気中の酸化性物質の

総称である。光化学オキシダントの環境基準は、１時間値０．０６ｐｐｍ以下と

されている。全国的にも環境基準の達成率は低いが、新設発電所建設予定地付近

においても、光化学オキシダントの環境基準は達成されていない。光化学オキシ

ダントは、工場や自動車などから大気中に排出された窒素酸化物や揮発性有機化

合物から、光化学反応により生成されるところ、新設発電所からは大量の窒素酸

化物等が排出されることに鑑み、その影響について、環境影響評価を行う必要が

あるのにそれを怠った。 

 

６ 瑕疵事由４〜温排水に係る検討の不十分さ 

  本件の新設発電所からは、多大な温排水が出されると考えられるが、その影響に

ついての調査・予測・評価は極めて不十分である。 

７ 総括 

  以上のとおり、本件環境アセスは、①環境アセス手続きを簡略化すべきではない

のに簡略化し、②新設発電所の温室効果ガス対策に係る対策内容とその評価・検討
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が不十分であり、③温室効果ガス対策についての燃料種についての検討を欠いてお

り、④大気汚染に係る検討が不十分であり、⑤温排水に係る検討が不十分である、

という重大な瑕疵をはらんでいる。 

  このような瑕疵にもかかわらず、経済産業大臣がおこなった本件確定通知は違法

であり取り消されなければならない。 

 

第７ 確定通知の取消請求に関する訴訟要件 

１ 本件確定通知の処分性 

  電気事業法は、上述のとおり、事業用電気工作物による健康被害及び財物損壊を

規制しているが、これは発電事業など事業用電気工作物を用いた事業に起因する人

的・物的な被害を防止する趣旨である。 

  上述のとおり、法は発電所設置に際しておこなわれる環境アセス手続きにおいて、

経済産業大臣に種々の規制権限を与えているが、これは経済環境大臣が適切に権限

を行使することによって、環境への適切な配慮と健康被害・財物損壊の防止を実現

することを図る趣旨である。法は、発電所の操業などについて許認可制度をおいて

いないが、そのかわりに大型発電所については環境アセス制度を通じて環境への適

切な配慮と健康被害・財物損壊の防止が実現されることを前提にしている。 

  電気事業法第４８条１項では、事業用電気工作物の設置工事の前に経済産業大臣

に届け出ることを義務付けているが、かかる届出の際には、確定評価書に従ってい

る環境の保全のための措置の記載を求めるとともに、添付書類としては、確定評価

書に従っている環境の保全のための措置に関する説明書（以下「説明書」という。）

の添付を求めている（電気事業法施行規則第６６条）。 

   さらに、電気事業法第４８条４項、第４８条３項１号、第４７条３項３号は、経

済産業大臣は、届出のあった特定対象事業に係る工事計画が、確定評価書に従って

いるものでないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日

から３０日（電気事業法第４８条２項により期間が延長された場合は延長後の期間）

以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる
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としており、工事計画が確定評価書に符合するものであることを要求している。 

   また、電気事業法第４８条２項は、その届出が受理された日から３０日を経過し

た後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならないとしている。 

  したがって、事業者が工事計画を届け出て、設置工事に適法に着手するためには、

確定評価書が存在すること、つまり経済産業大臣から電気事業法第４６条の１７第

２項に基づき評価書について確定通知を受けていることが不可欠の前提になって

いる。 

  こうした電気事業法の規定に照らせば、第一に、確定通知は、特定対象事業に係

る火力発電所の設置工事をしようとする事業者に対し、「電気事業法に基づき、工

事計画を届け出て、工事に着工することができる地位」を与えるものといえる。 

  法は、さらに、「評価書に記載されているところにより、環境の保全についての

適正な配慮をしてその特定対象事業に係る事業用電気工作物と維持し、及び運用し

なければならない」と定め、事業者が発電所の維持と運用においても確定評価書の

記載を遵守することを義務付けており（４６条の２０）、確定評価書の内容は、工

事計画の内容にとどまらず、操業開始後の発電施設の維持と運用についてもその内

容を決するものとなっている。 

  このように、大型発電所の設置・操業による事業については、経済産業大臣の関

与のもとで決定された確定評価書が発電所の建設工事の前提となり、発電所の維持

と運用の内容を決するものとなっており、本件確定通知に処分性が認められるべき

は明らかである。 

２ 原告適格 

 ⑴ 行政事件訴訟法第９条１項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の

利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利

益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、当該処分を定め

た行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させ

るにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきも

のとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保
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護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害される

おそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有する（最判平成１

７年１２月７日民集５９巻１０号２６４５頁）。 

 ⑵ 電気事業法は、電気事業の適正化・合理化による電気の使用者の利益保護等だ

けでなく、「電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の

安全を確保し、及び環境の保全を図ること」を目的としている（電気事業法第１

条）。事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める

技術基準に適合するように維持しなければならない（同法３９条1項）とされ、

前述のとおり、健康被害及び財物損壊が起きないことを事業用電気工作物に要求

している（同法３９条２項1号）。これらの規定は、大気汚染防止法やダイオキ

シン類対策特別措置法の規制を遵守することなど、技術基準省令においてより具

体化されている。こうした規制は、周辺住民等の生命、健康、生活環境利益等を

個別的利益として保護することを目的とするものである。 

さらに、電気事業法が環境アセスの手続について規定を引用する環境影響評価

法は、環境アセスの手続等によって行われた「環境影響評価の結果をその事業に

係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させ

るための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配

慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の

確保に資すること」を目的としている（環境影響評価法第１条）。電気事業法及

び環境影響評価法が定める環境アセスは、前述のように、特定対象事業に係る環

境アセスの手続きを通じて環境の保全及び適正な環境配慮を実現しようとする

ものであり、それは、特定対象事業に起因する環境影響により健康・生活環境に

係る被害を受けるおそれのある住民の個々人の利益を保護することも目的とす

るものである。 

   したがって、特定対象事業による環境影響を受ける住民は、第４６条の１７第

２項による確定通知の取消訴訟について原告適格を有する。 

 ⑶ 特定対象事業による環境影響を受ける者として原告適格を有する者には、環境
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影響評価法第１５条にいう「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認め

られる地域」（以下「関係地域」という。）に居住する者は当然に含まれる。 

  しかし、それにとどまらず、特定対象事業による環境影響は環境アセスの関係

地域外に居住するものにも原告適格が認められる。すなわち、ＰＭ２．５をはじ

めとする大気汚染、地球温暖化のいずれについても、より広い地域に影響を与え

るものである。特に、地球温暖化については、発電所の近隣地域だけでなく全世

界的な被害をもたらすものである。事業の実施に伴う地球温暖化への影響につい

ても環境アセスの対象とされていることからしても、個々人の温暖化による被害

を受けない利益を保護しているものと解される。 

   以上のとおり、関係地域に居住している原告はもちろん、そこに居住していな

い原告らも含め、本件確定通知の取消訴訟について原告適格を有しているという

ことができる。 

 

３ 確定通知を取消す利益があること 

  違法な確定通知が取り消されて既存の確定評価書が失効した場合、新たに環境ア

セス手続がおこなわれることになるが、事業者は新しい評価書の内容に基づいて事

業用電気工作物を維持・運用すべきことになる。これによって、環境影響を受ける

者にとっては、受ける影響（被害）の内容が変わることになるのであるから、原告

らには確定通知の取消しを求める利益がある。 

４ 結語 

  以上のことから、原告らは、経済産業大臣がＪＥＲＡに対してした本件確定通知

について、その取消しを求める。 

 

第８ 結語 

 よって、原告らは、経済産業大臣が２０１８（平成３０）年１１月３０日付で行っ

た本件確定通知を取り消すことを求める。 
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証 拠 方 法 

 

１ 甲第１号証    「（仮称）横須賀火力発電所新１・２号機建設計画環境影響

評価書に係る確定通知について」（本件確定通知書） 

２ 甲第２号証  火力発電所リプレースに係る環境影響評価手法の合理化に

関するガイドライン 

３ 甲第３号証    発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等に関する連

絡会議中間報告 

 

附 属 書 類 

 

１ 訴状副本              １通 

２ 甲号証写し             ２通 

３ 訴訟委任状            ４５通 

 

         以 上 
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別紙１ 環境アセスフロー図 
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別紙２ 新設発電所と周辺施設の位置関係 

 

 
（気候ネットワーク作成） 
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別紙         当 事 者 目 録 

 

原告  別紙原告目録のとおり 合計４５名 

 

〒１０１−００５１ 東京都千代田区神田神保町２丁目３−１岩波書店アネックス７階 

 東京駿河台法律事務所 

原告ら訴訟代理人弁護士 小 島  延 夫 

電 話 ０３−３２３４−９１３３ 

ＦＡＸ ０３−３２３４−９１３４ 

 

〒１０７−００５２ 東京都港区赤坂２−２−２１永田町法曹ビル 

東京合同法律事務所（送達場所） 

原告ら訴訟代理人弁護士 久 保 田   明 人 

電 話 ０３−３５８６−３６５１ 

ＦＡＸ ０３−３５０５−３９７６ 

 

〒１４１−００２２ 東京都品川区東五反田１−１３−１２いちご五反田ビル５階 

五反田法律事務所 

原告ら訴訟代理人弁護士 千 葉  恒 久 

電 話 ０３−３４４７−１３６１ 

ＦＡＸ ０３−３４４７−１５３８ 

 

〒１０２−００８３ 東京都千代田区麹町２−１２−１VORT半蔵門２階 

インテグラル法律事務所 

原告ら訴訟代理人 弁護士 森  詩 絵 里 

電 話 ０３−３２８８−５１９０ 

ＦＡＸ ０３−３２８８−５２２０ 
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〒２３８−０００８ 神奈川県横須賀市大滝町１−２６清水ビル３階 

横須賀市民法律事務所 

原告ら訴訟代理人弁護士 呉 東  正 彦 

電 話 ０４６−８２７−２７１３ 

ＦＡＸ ０４６−８２７−２７３１ 

 

〒２５１−００５４ 神奈川県藤沢市朝日町１８−８桜ビル２０１ 

湘南さくら法律事務所 

原告ら訴訟代理人弁護士 長 谷 川  宰 

電 話 ０４６６−２０−７８５６ 

ＦＡＸ ０４６６−２０−７１８８ 

 

〒６０４−０９６５ 京都府京都市中京区柳馬場通夷川下る 

浅岡法律事務所 

原告ら訴訟代理人 弁護士 浅 岡  美 恵 

電 話 ０７５−２１１−２７７４ 

ＦＡＸ ０７５−２５６−１１０３ 

 

〒１００－８９７７ 東京都千代田区霞が関１－１－１ 

          被        告     国 

 代表者 法務大臣  山 下 貴 司 

 処分行政庁 経済産業大臣  世 耕 弘 成 

 

 


